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申請する

要介護認定が行われます 3

　介護保険のサービスの利用を希望する人は、市の担当窓口に「要介護認定」の申請をしまし
ょう。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後
見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施
設などに、申請を代行してもらうこともできます。

●認定調査／主治医意見書
　市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り
調査などを行います。調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調
査、調査員による特記事項の記入を受けます。
　また、主治医に心身の状況について意見書（主治医意見書）を作成してもら
います。
●審査・判定
　認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査
会」で審査され、介護を必要とする度合い（要介護状態区分）が判定されます。
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●要介護・要支援認定申請書（原則としてマイナンバーなどの記入が必要です）
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証申請に

必要なもの

相談する 1
　まずは、市の担当窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

介護予防・日常生活支援総合事業

※40～64歳の人は「要介護認定」の申請をしてください。

　窓口で基本チェックリストを受けて、日常生活に
必要な機能や社会との関わりといった「生活機能」
の低下がみられた場 「、合 介護予防・生活支援サービ
ス事業」が利用できます（介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者）。生活機能の低下がみられなかっ
た場合でも「一般介護予防事業」が利用できます。

　介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合や、支援や介護が必要と思われる場
合は「要介護認定」の申請をします。　2.「申請する」へ

●「介護予防・日常生活支援総合事業」の「介護予防・生活支援サービス
事業」の利用を希望する場合

●介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合

「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された人

介護予防・生活支援サービス事業
65歳以上のすべての人

一般介護予防事業

※上記以外に、原則としてマイナンバーが確認できるもの、本人や代理人の身元確
認書類などが必要です。くわしくは市の窓口にお問い合わせください。

※65歳以上の人で、交通事故などの第三者による行為が原因で介護保険を利用する場合は、市への届出が必要で
す。示談前に市の窓口へご連絡ください。

▶くわしくは中面をご覧ください

サービスを利用します 6

ケアプランを作成します

　サービス事業者に被保険者証と負担割合証を提示して、ケアプランにも
とづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用
者負担は原則として費用の1割、2割、または3割です。

有効期間が終了する前に
　認定の有効期間は原則6か月（更新認定の場合は原則12
か月）です。引き続きサービスを利用したい場合には、有
効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。

認定結果の通知 4
　原則として申請から30日以内に、認定結果が「認定結果通知書」で通知されます。介護保険
被保険者証と、利用者負担の割合が記載された介護保険負担割合証が交付されますので、内容
を確認しておきましょう。

要支援2

要支援1

非該当

要介護1

●介護サービス要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

【要介護状態区分】 【利用できるサービス】

●介護が必要な程度に
　変化がない場合は

●介護が必要な程度に
　変化があった場合は

更新の申請を
します

認定の変更を
申請します

●介護予防サービス
●介護予防・生活支援サービス事業

●介護予防・生活支援サービス事業
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介護予防サービスと介護予防・生活支援サービス事業を合わせて利用できます。

基本チェックリストを受けて、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と
判定された場合

▶くわしくは中面をご覧ください

65歳以上の人なら誰でも利用できます。
●一般介護予防事業

　居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、ケアプラン
（介護サービス計画）を作成してもらいます。サービス内容が決まったら、サービス事業者と
利用の契約をします。施設サービスを利用する場合などは、入所を希望する介護保険施設のケ
アマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

　地域包括支援センターまたは介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所で介護予防ケ
アプラン（介護予防サービス計画）を作成してもらいます。

要介護1～5

要支援1・2 介護予防ケアプランの作成が、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所にも
依頼できるようになりました。令和6年4月から

※介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスまたは通所型サービスのみ利用の場合は、地域包括支援センターに依頼します。



医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養
士などに居宅を訪問してもらい、療
養上の管理や指導が受けられます。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士など
に居宅を訪問してもらい、介護予防を目的
とした療養上の管理や指導が受けられます。

居宅療養
管理指導
介護予防
居宅療養管理指導

■サービス費用のめやす
医師が行う場合▶ 5,150円（5,140円）
※1か月に2回まで

■サービス費用のめやす
医師が行う場合▶ 5,150円（5,140円）
※1か月に2回まで

在宅サービス ※サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援1・2の人が利用
　できるサービスの名称です。

介護サービス／介護予防サービス
●利用者負担は原則としてサービス費用のめやすの1割、2割、または3割になります。
●介護職員の処遇を改善するための加算があります。
●サービスによっては食費、日常生活費、居住費などがかかります。
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要介護1～5の人 要支援1・2の人
ホームヘルパーに居宅を訪問しても
らい、入浴、排泄、食事などの身体
介護や調理、洗濯などの生活援助が
受けられます。通院などを目的とし
た乗降介助も利用できます。

介護職員と看護職員に移動入浴車で
居宅を訪問してもらい、入浴介護が
受けられます。

疾病などの特別な理由がある場合に、
介護職員と看護職員に移動入浴車で居
宅を訪問してもらい、介護予防を目的
とした入浴の支援が受けられます。

サービスの種類

居宅での生活行為を向上させるため
に、理学療法士や作業療法士、言語
聴覚士に訪問してもらい、リハビリ
テーションが受けられます。

居宅での生活行為を向上させる訓練が
必要な場合に、理学療法士や作業療法
士、言語聴覚士に訪問してもらい、リ
ハビリテーションが受けられます。

疾病などを抱えている人が、看護師
などに居宅を訪問してもらい、療養
上の世話や診療の補助が受けられま
す。

疾病などを抱えている人が、看護師
などに居宅を訪問してもらい、介護
予防を目的とした療養上の世話や診
療の補助が受けられます。

訪問介護
（ホームヘルプ）
訪問型サービス

訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護

訪問リハビリ
テーション
介護予防
訪問リハビリテーション

訪問看護
介護予防訪問看護

※早朝、夜間、深夜などは加算あり

■サービス費用のめやす

■サービス費用のめやす
身体介護中心（30分以上1時間未満）▶3,951円
生活援助中心（45分以上） ▶2,246円

■サービス費用のめやす

■サービス費用のめやす
1回につき ▶3,132円（3,122円）

■サービス費用のめやす
1回につき ▶3,030円（3,122円）

■サービス費用のめやす
1回につき▶8,739円

■サービス費用のめやす

1回につき▶12,925円

訪問看護ステーションから　30分未満▶
　　　　　　　　　4,808円（4,798円）

病院または診療所から　30分未満▶
　　　　　　　　　4,073円（4,063円）

訪問看護ステーションから　30分未満▶
　　　　　　　　　4,604円（4,594円）

病院または診療所から　30分未満▶
　　　　　　　　　3,900円（3,890円）

さまざまなサービスが利用できます

（　）内は令和6年5月までの金額です （　）内は令和6年5月までの金額です

（　）内は令和6年5月までの金額です （　）内は令和6年5月までの金額です

（　）内は令和6年5月までの金額です （　）内は令和6年5月までの金額です

要介護1～5の人 要支援1・2の人サービスの種類

る
す
所
入
間
期
短

要介護1～5の人 要支援1・2の人
介護老人福祉施設や医療施設などに
短期間入所して、日常生活上の支援
や機能訓練などが受けられます。

介護老人福祉施設や医療施設などに
短期間入所して、介護予防を目的と
した日常生活上の支援や機能訓練な
どが受けられます。

有料老人ホームなどに入居している
高齢者が、日常生活上の支援や介護
が受けられます。

有料老人ホームなどに入居している
高齢者が、介護予防を目的とした日
常生活上の支援や介護が受けられま
す。

サービスの種類

短期入所
生活介護／
短期入所
療養介護
（ショートステイ）
介護予防
短期入所生活介護／
介護予防
短期入所療養介護

特定施設入居者
生活介護
介護予防特定施設
入居者生活介護

る
す
を
し
ら
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い
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■サービス費用のめやす（1日につき）
要介護1～5

▼
5,495円～8,243円

要介護1～5 ▶6,132円～8,990円

要支援1 ▶4,586円

要支援2 ▶5,705円
要介護1～5 ▶8,416円～10,667円

9,399円

■サービス費用のめやす（1日につき）
要支援1 ▶1,855円

要支援2 ▶3,173円

■サービス費用のめやす
●短期入所生活介護
介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合
（1日につき）

●短期入所療養介護
介護老人保健施設（多床室）の場合
（1日につき）

●特定短期入所療養介護
難病やがん末期の要介護者が利用した場合
（4時間以上6時間未満）

■サービス費用のめやす
●介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合
（1日につき）

要支援1 ▶6,215円

要支援2 ▶7,848円

●介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設（多床室）の場合（1日につき）

要介護1～5の人 要支援1・2の人

通所介護施設で、食事、入浴などの
日常生活上の支援や、生活行為向上
のための支援が日帰りで受けられま
す。

介護老人保健施設や医療機関などで、
食事、入浴などの日常生活上の支援
や生活行為向上のためのリハビリテ
ーションが日帰りで受けられます。

サービスの種類

通所介護
（デイサービス）
通所型サービス

通所リハビリ
テーション
（デイケア）
介護予防
通所リハビリテーション

る
す
用
利
て
し
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■サービス費用のめやす

（7時間以上8時間未満）※送迎を含む
通常規模の事業所の場合

要介護1～5 ▶ 7,749円（7,698円）～14,024円（13,922円）

要介護1～5
▼

6,672円～11,640円

■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合
（7時間以上8時間未満）※送迎を含む

■サービス費用のめやす（月単位の定額）
（共通的サービス）※送迎、入浴を含む

要支援1 ▶1か月　23,065円（20,879円）

要支援2 ▶1か月　42,998円（40,669円）

介護老人保健施設や医療機関などで、
共通的サービスとして日常生活上の
支援やリハビリテーションが受けら
れるほか、その人の目標に合わせた
選択的サービス（栄養改善、口腔機
能の向上）が受けられます。

こう  くう

（　）内は令和6年5月までの金額です （　）内は令和6年5月までの金額です

令和6年4月から サービス費用のめやすが変わりました。ただし介護予防サービスを含む訪問リハビリテーション、訪
問看護、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションは、令和6年6月から変わります。

通院のための乗車、降車の介助▶ 990円
※移送にかかる費用は別途自己負担

　要支援1・2の人は、介護予防・生活
支援サービス事業で提供されている
｢訪問型サービス」が利用できます。

介護予防・生活支援サービス
事業の訪問型サービス

　要支援1・2の人は、介護予防・生活
支援サービス事業で提供されている
｢通所型サービス」が利用できます。

介護予防・生活支援サービス
事業の通所型サービス



地域密着型サービス ※サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援1・2の
　人が利用できるサービスの名称です。

サービスの種類 サービスの内容

援
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通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊
まりのサービスが組み合わせて受けられます。

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報
システムによる夜間専用の訪問介護が受けられます。夜間対応型訪問介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通
所介護が受けられます。

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

定員が18人以下の小規模施設で通所介護が受けられます。地域密着型通所介護

認知症の人が共同生活する住宅でサービスが受
けられます。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
介護予防認知症対応型共同生活介護
※要支援2の人のみ利用できます。

日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の
対応で、介護と看護が一体的に受けられます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わ
せたサービスが受けられます。看護小規模多機能型居宅介護

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設
に入所する人が介護サービスを受けられます。

定員が29人以下の小規模な有料老人ホームなど
に入居する人が介護サービスを受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

原則として他の市区町村の地域密着型サービスは利用できません。
※1 東近江市内に事業所がないサ－ビス種類になります。（令和6年４月１日時点）

※新規入所は原則として、要介護3以上の人が対象です。

サービスの種類 サービスの内容

・通所介護施設で、日常生活上の支援を受けたり、レクリエーションに参加し
ます。

・短期集中予防サービスで、運動器の機能向上等を目的とした3か月集中（最長6か
月）プログラムが受けられます。【保健センター実施：パタカラ教室（事業対象者
のみ）】

通所型
サービス

居宅での身体介護や生活援助、健康に関する短期的な指導など、ホームヘルパーや生
活支援員（市が定める研修の修了者）などに訪問してもらいサービスが受けられます。

訪問型
サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

★基本チェックリストとは…自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能について確認するものです。生活機
能の低下のおそれがある高齢者を早期に把握し、介護予防・日常生活支援総合事業へつなげることにより状態
悪化を防ぐことを目的としています。全25項目の質問で構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業
●65歳以上のすべての人が利用できます。基本チェックリスト★を受ける必要はありません。

　介護予防に関するパンフレット配布や講座・講演会を開催し、介護予防活動の重要性を周知します。
介護予防普及啓発事業

　地域住民主体で行う介護予防活動の支援などを行います。
地域介護予防活動支援事業

※1

※1

※1

※1

●要支援1・2の人、介護予防・生活支援サービス事業対象者（基本チェックリスト★により
必要となる人）が利用できます。

施設サービス ※要介護1～5の人が利用できます（要支援1・2の人は利用できません）。

要介護1～5の人 要支援1・2の人サービスの種類

福祉用具貸与
介護予防
福祉用具貸与

特定福祉用具
販売（　　　）
特定介護予防
福祉用具販売

住宅改修費
支給
介護予防
住宅改修費支給

る
す
所
入
に
設
施

要介護1～5の人
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所
して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションを中心としたケアが受けられます。

長期療養のための施設で、医療と日常生活上の介
護が一体的に受けられます。

サービスの種類

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老人保健施設）

介護医療院

る
え
支
を
し
ら
暮
の
で
宅
居

福祉用具購
入費の支給

※新規入所は原則として、要介護3以上の人が対象です。

令和6年4月から

※印の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉杖を除く）、多点杖は、
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、貸与か購入を選択することができます。

日常生活の自立を助ける福祉用具が借りられます。

要介護1 要支援
1・2

要介護
2・3

要介護
4・5

手すり（工事をともなわないもの）
スロープ（工事をともなわないもの）※
歩行器※
歩行補助つえ※
車いす（車いす付属品を含む）
特殊寝台（特殊寝台付属品を含む）
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト（つり具の部分を除く）
自動排泄処理装置

○：利用できます
△：尿のみを吸引するものは利用できます
×：原則利用できません
　　（必要と認められれば利用できる場合があります）

■サービス費用について：実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

■都道府県などの指定事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。

・腰掛便座　・入浴補助用具　
・自動排泄処理装置の交換可能部分　
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分　
・排泄予測支援機器

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費が、1年度の間に10万円を上限
に支給されます。

お住まいの住宅を改修した費用が、20万円を上限に支給されます。
・手すりの取付け　・段差の解消　・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は
通路面の材料の変更　・引き戸等への扉の取替え　・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記種類の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

■事前承認されたものが給付対象となるため、工事開始までに事前申請が必要です。

令和6年4月から

・固定用スロープ　・歩行器（歩行車を除く）　・単点杖（松葉杖を除く）　
・多点杖　はケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、貸与か購
入を選択することができます。



　ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うの
は、原則としてかかった費用の1割、2割、または3割です。

●介護保険で利用できる額には上限があります
　介護保険では、要介護状態区分（要支援1・2、要介護１～5）に応じて利用できる上限額（支給限度額）が決められて
います。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割、または3割ですが、上限を超えてサービス
を利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。

例 利用者負担1割で要介護１（支給限度額167,650円）
の人が、20万円のサービスを利用した場合

支給限度額　167,650円
20万円のサービス利用

保険給付額（9割）150,885円

利用者負担額（１割）
16,765円

利用者負担額（保険対象外）
32,350円

合計利用者負担額　49,115円

＋

要介護状態区分
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

1か月の支給限度額
おもな在宅サービスの支給限度額

50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

●上記の支給限度額は標準地域のもので、地域
　差は勘案していません。

禁無断転載©東京法規出版

サービスを利用したときには
費用の一部を負担します

KG010143※掲載している内容については、今後見直される場合があります。

■3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単
身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
■2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単
身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
■上記に該当しない人は、1割負担になります
住民税非課税の人、生活保護受給者、40～64歳の人は、上記にかかわらず1割負担です。

　同じ月に利用したサー
ビスの利用者負担の合計
同じ世帯内に複数の利
用者がいる場合には、世
帯合計）が一定額を超え
たときは、申請により超
えた分が高額介護サービ
ス費等として後から支給
されます。

●高額介護サービス費の対
象となった人には市から
申請勧奨通知を送付しま
す。一度申請をしていた
だきますと、次回から自
動的に口座に振り込まれ
ます。

利用者負担が高額になったとき

　介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額になった場合は、限度額を超えた分が
支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

●介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

●介護保険の利用者負担が高額になったとき

市町村民税非課税世帯

生活保護受給者

世帯： 44,400円

世帯： 24,600円

個人： 15,000円

個人： 15,000円
世帯： 24,600円

●その他の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人
●老齢福祉年金の受給者

世帯：同世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合の合計負担上限額を指します。
個人：同世帯に介護サービスを利用する人がご本人のみの場合の負担上限額を指します。
※個人表記がない区分は世帯で判定を行います。

世帯：140,100円

世帯： 93,000円

世帯： 44,400円

課税所得690万円（年収約1,160万円）
以上の65歳以上の世帯員（本人含む）がいる人
課税所得380万円（年収約770万円～約1,160万円未満）
以上の65歳以上の世帯員（本人含む）がいる人
課税所得145万円（年収約383万円～約770万円未満）
以上の65歳以上の世帯員（本人含む）がいる人
市町村民税課税者がいる世帯で上記現役並み所得の
65歳以上の世帯員（本人含む）がいない人

利用者負担上限額（月額）利用者負担段階区分

般
一

者
得
所
み
並
役
現


